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 空き家 3000 万が⽼⼈ホーム入居 OK に 
異例の４年間延⻑ 
今月は 2019 年度税制改正⼤綱の解
説第 2 弾です。 

社会問題になっている空き家対策の一
環として 2016 年に設けられた「空き家
の 3000 万控除」が４年間延⻑され、
また、適用要件の一つ「相続開始の直
前において被相続⼈のみの居住の用に
供されていたこと」の解釈が緩和されま
す。空き家の 3000 万控除は、相続に
伴い空き家になった⾃宅を相続が起こっ
てから３年目の年末までに売却をした場
合に利益 3000 万までを非課税とする
制度で、相続人一人あたり 3000 万ま
で控除できることから節税額が多額で適
用するケースが増えていたことから、
2023年 12⽉までという異例の 4年
間の延⻑となりました。また、これまでこ
の特例が使えない理由として多かった
のが、「相続開始の直前において被相
続人のみの居住の用に供されていたこ
と」という要件ですがこの要件の解釈が
緩和されることになります。 

 

使い勝手も良くなります 
この要件は高齢の親御さんが生前⽼
⼈ホーム等に移っていた場合に、⾃宅
に戻らずその⽼⼈ホームで亡くなったと
きは適用できない、という実務上の解
釈となっていたのです。これはあまりに
実態とそぐわないということで、⽼人ホ
ームで亡くなった場合でも要介護認
定等を受けている方の場合には入院
等と同じように解釈して空き家の
3000万控除が使えるようになりま
す。 

このような案件は多々ありましたので、
勿論良い改正だと思いますが、創設
時に容易に想定できたでしょうから最
初からこのような法律にしておいてくれ
れば今まで苦労しなかったのに、と考え
てしまいます。 

なお、この解釈の改正は 2019年 4
⽉の売却から適用です。売買契約を
３⽉までにしていても引き渡しが４
⽉以降であれば改正後が適用されま
す。 

今月のコメント 
我がマン U は年末にモウリーニョが解任、
新たにクラブ OB のスールシャールが暫定
監督として就任し怒涛の快進撃を続けて
います。個⼈的にはモウリーニョには期待し
ていましたが３年目のジンクスをまた破るこ
とができませんでした。第一次チェルシー政
権⾃体のモウリーニョは勿論守備的でした
がカウンターが破壊的でモダンなサッカーを
していた気がするのですが、なぜ最近上手
くいかなくなったのか不思議でしょうがないで
す。それにしてもスールシャールは私がマン
U ファンになったトレブル時代の選手（言
わずと知れた CL 決勝ゴール!）でその中
でも⼤好きな選手の一⼈でした。あだ名は
「ベイビーフェイスキラー童顔の殺し屋」。正
直こんな快進撃を続けるとは思っていませ
んでしたが、スールシャールならたとえ負けが
続いても許せます。このまま正式な監督
に︕ 
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